
働きがいのある職場環境が従業員の定着率

に与える影響：企業文化とリーダーシップ

の役割 

 

はじめに 

現代の企業経営において、従業員の定着率向上は重要な課題である。特に、働きがいのある

職場環境の構築は、従業員のモチベーションや生産性の向上に直結し、結果で見た際に定着

率が上がることに関わる。本論文では、企業文化とリーダーシップが従業員の定着率に与え

る影響を検討し、働きがいのある職場環境の構築に向けた方策を探る。 

 

問題意識と研究目的 

近年、多くの企業が人材の流動性の高さに悩みを持っている。特に離職率は若い層で高く、

組織の持続的成長を阻害する要因となっている。このような状況下で、従業員が働きがいを

感じる職場環境の整備が求められている。本研究の目的は、企業文化とリーダーシップが従

業員の定着率にどのような影響を及ぼすかを明らかにし、働きがいのある職場環境の構築

に向け、具体的にどのように取り組むか提言することである。 

 

先行研究と本論文の位置づけ 

従業員の定着率に関する先行研究では、働きがいと働きやすさが勤務継続の意向に大きく

影響することが示されている。厚生労働省の調査によれば、働きがいがあると感じる従業員

の 50.7%が「今の会社でずっと働き続けたい」と回答しており、働きがいがないと感じる従

業員の 11.4%を大きく上回っている。また、企業文化やリーダーシップが従業員のエンゲー

ジメントや定着率に影響を与えることも指摘されている。本論文は、これらの先行研究を踏

まえ、企業文化とリーダーシップが従業員の定着率に与える影響を具体的に分析し、働きが

いのある職場環境の構築に向けた実践的なアプローチを検討するものである。 

 



本論文の構成と分析視点 

本論文は以下の構成で進める。まず、働きがいの概念とその重要性について概説する。次に、

企業文化が従業員の定着率に与える影響を分析し、続いてリーダーシップの役割とその影

響について検討する。さらに、具体的な事例を通じて、働きがいのある職場環境の構築に成

功した企業の取り組みを紹介し、最後に、これらの分析を踏まえて、働きがいのある職場環

境を実現するための具体的な施策を提言する。分析にあたっては、従業員の主観的な働きが

いの感じ方と客観的な定着率のデータを組み合わせ、企業文化とリーダーシップの要素が

どのように相互作用し、従業員の定着に寄与するかを多角的に検討する。 

 

理論的枠組みと定義 

現代の企業経営において、従業員の定着率向上は重要な課題である。特に、働きがいのある

職場環境の整備が、従業員の満足度や組織への忠誠心を高め、結果として定着率の向上につ

ながると考えられている。本章では、働きがいの概念や定着率の定義、職場環境における心

理的要因、そして人的資本経営との関連性について、理論的枠組みを整理する。 

 

「働きがい」の概念と理論的背景 

働きがいとは、従業員が仕事を通じて得る満足感や達成感、自己実現の感覚を指す。この概

念は、マズローの欲求階層説やハーズバーグの二要因理論など、心理学的理論に基づいて理

解されている。マズローは、人間の欲求を生理的欲求から自己実現欲求までの階層で説明し、

働きがいは高次の欲求に関連するとされる。一方、ハーズバーグは、満足要因（動機付け要

因）と不満足要因（衛生要因）を区別し、働きがいは主に満足要因に影響されると提唱した。

働きがいを構成する要素として、仕事の意義、自己成長の機会、裁量権の付与、評価と報酬

の公平性、人間関係の質などが挙げられる。これらの要素が相互に作用し、従業員の働きが

いを形成すると考えられる。 

 

定着率の定義と測定の課題 

定着率とは、一定期間内における従業員の在籍状況を示す指標であり、組織の安定性や魅力

を測る尺度として用いられる。一般的には、特定の期間内に入社した従業員のうち、同じ期

間内に在籍し続けている割合を指す。定着率を測るためには、期間を定めることに加え、離

職の種類の区別、業種・職種間の差異などの課題が存在する。これらの課題を克服するため

には、統一された測定基準の確立や詳細なデータ分析が必要とされる。 

 



職場環境における心理的要因の位置づけ 

職場環境は、物理的要因と心理的要因に大別される。特に、心理的要因は従業員の働きがい

に直接的な影響を及ぼすとされる。心理的要因の主な構成要素として、職務満足度、組織コ

ミットメント、ワーク・ライフ・バランス、ストレスマネジメントなどが挙げられる。これ

らの要素が良好に機能することで、従業員のモチベーションや定着率の向上が期待できる。 

 

人的資本経営との関連性 

従業員を資本と捉え、その価値を最大限に引き出す経営手法である。働きがいのある職場環

境の整備は、人的資本の価値向上に直結し、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与する。

人的資本経営の主な施策として、教育・研修の充実、キャリアパスの明確化、パフォーマン

ス評価の透明性、健康経営の推進などが挙げられる。これらにより、従業員の能力・意欲を

向上し、組織の競争力を高めることが可能となる。 

 

企業文化の影響に関する分析 

現代の組織運営において、企業文化は従業員の行動や価値観に深く影響を及ぼし、結果とし

て定着率にも大きな関わりを持つ。本章では、組織の価値観が従業員の行動にどのような変

容をもたらすか、社内コミュニケーションの質が働きがいにどのように寄与するか、帰属意

識とアイデンティティの形成が定着率に与える影響、そして企業理念と現場の乖離がもた

らす課題について分析する。 

 

組織の価値観がもたらす行動変容 

企業文化の中心には、組織が共有する価値観や信念が存在する。これらの価値観は、従業員

の行動や意思決定の指針となり、日々の業務遂行における判断基準を形成する。例えば、顧

客第一主義を掲げる企業では、従業員は顧客満足を最優先とする行動をとる傾向が強まる。

このように、組織の価値観が明確であり、従業員に浸透している場合、個々の行動が組織の

目標や方向性と一致しやすくなる。しかし、価値観の共有が不十分な場合、従業員は組織の

期待する行動を理解できず、結果としてモチベーションの低下や離職意向の増加につなが

る可能性がある。したがって、組織の価値観を明確にし、それを従業員に効果的に伝えるこ

とが、定着率向上の鍵となる。 

 



社内コミュニケーションの質と働きがい 

社内コミュニケーションは、情報共有や意思疎通の手段として、組織運営において不可欠な

要素である。質の高いコミュニケーションは、従業員間の信頼関係を築き、協働を促進する。

これにより、従業員は自身の役割や貢献が組織全体にどのように影響するかを理解しやす

くなり、働きがいを感じる要因となる。一方で、コミュニケーションが不足している組織で

は、情報の行き違いや誤解が生じやすく、従業員の不満やストレスの原因となる。これが積

み重なることで、離職率の上昇を招く可能性がある。したがって、オープンで円滑なコミュ

ニケーションを促進する環境の整備が、従業員の働きがいと定着率の向上に寄与すると考

えられる。 

 

帰属意識とアイデンティティの形成 

従業員が組織に対して強い帰属意識を持つことは、定着率向上において重要な要素である。

帰属意識とは、個人が組織の一員であることを自覚し、その一部としてのアイデンティティ

を形成することである。この意識が高まると、従業員は組織の成功を自身の成功と感じ、積

極的な貢献を行う傾向が強まる。帰属意識を高めるためには、組織が従業員を尊重し、その

価値を認める文化を醸成することが必要である。具体的には、従業員の意見や提案を積極的

に取り入れる仕組みや、成果を正当に評価し、フィードバックを行う体制の構築が効果的で

ある。これにより、従業員は組織への信頼感を深め、長期的な勤務を望むようになる。 

 

企業理念と現場の乖離がもたらす影響 

企業理念は、組織が存在している意義や、目指している方向性を示し、全従業員が共有すべ

き指針である。しかし、企業理念が現場の実態とかけ離れている場合、従業員は組織の価値

観や目標に対して疑問や不信感を抱く可能性がある。例えば、企業が「顧客第一」を掲げて

いるにも関わらず、現場では売上至上主義が優先されている場合、従業員は企業の方針に対

する矛盾を感じ、モチベーションの低下や離職意向の増加につながる。このような乖離を防

ぐためには、企業理念を現場の業務や方針に具体的に反映させる取り組みが必要である。経

営層と現場従業員との間で定期的な対話を行い、企業理念の理解と浸透を図ることが、組織

全体の一体感を醸成し、定着率の向上に寄与すると考えられる。 

 

ダイバーシティとインクルージョンの影響 

現代の企業経営において、ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包括性）の推進

は、組織の持続的成長と競争力強化の鍵とされている。多様な人材が活躍できる環境を整え



ることは、従業員の働きがいや定着率に直接的な影響を及ぼす。本章では、ダイバーシティ

推進が組織パフォーマンスに与える変化、インクルージョン施策が従業員エンゲージメン

トに及ぼす効果、そしてダイバーシティ・マネジメントの課題と成功要因について考察する。 

 

ダイバーシティ推進による組織パフォーマンスの変化 

多様なバックグラウンドを持つ人材の活用は、組織の創造性や問題解決能力を向上させる

と考えられている。経済産業省の報告によれば、多様な人材が能力を発揮し価値創造を行う

「ダイバーシティ経営」を推進する企業では、新入社員や中途社員の採用、正社員の定着、

人材の能力開発、仕事に対する意欲、会社や仕事に対する満足度が向上し、売上高や営業利

益も高い傾向が示されている。しかし、多様性が必ずしも即座に組織パフォーマンスの向上

につながるわけではない。効果的なダイバーシティ推進には、組織文化の変革や適切なマネ

ジメントが不可欠である。多様な価値観や視点を持つ従業員が協働するためには、相互理解

を深める取り組みや、包括的なコミュニケーション戦略が求められる。 

 

インクルージョン施策が従業員エンゲージメントに与える効

果 

インクルージョンとは、多様な従業員が組織内で受け入れられ、尊重され、価値を認められ

る環境を構築することを指す。このような環境は、従業員のエンゲージメント、すなわち組

織への積極的な関与や貢献意欲を高める要因となる。具体的な施策では、働き方をより柔軟

にする、育児や介護との両立支援する、障がい者や高齢者の雇用を促進するなどが挙げられ

る。これらの取り組みにより、従業員は自身の多様なニーズが尊重されていると感じ、組織

への信頼感や満足度が向上する。結果として、離職率の低下や生産性の向上といった効果が

期待できる。 

 

ダイバーシティ・マネジメントの課題と成功要因 

イバーシティ・マネジメントを成功させるためには、以下の課題と対応策を考慮する必要が

ある。 

 

トップマネジメントのコミットメント 

経営層がダイバーシティ推進の重要性を理解し、明確なビジョンと方針を示すことが不可

欠である。 

 



包括的な人事制度の整備 

多様な人材が能力を発揮できるよう、公平な評価制度やキャリア支援策を導入することが

求められる。 

 

現場管理職の意識改革 

多様性を受け入れ、適切にマネジメントできるよう、管理職への教育や研修を実施すること

が重要である。 

 

これらの要素が相互に作用し、組織全体でダイバーシティとインクルージョンを推進する

体制を構築することで、従業員の働きがいや定着率の向上につながると考えられる。 

 

リーダーシップの役割とスタイル 

職場環境におけるリーダーシップは、従業員の働きがいや定着率に大きな影響を及ぼす要

因である。本章では、リーダーシップの役割とその多様なスタイルが、どのように従業員の

心理や行動に影響を与えるのかを検討する。 

 

信頼関係の構築と心理的安全性 

リーダーと従業員の間に築かれる信頼関係は、職場の心理的安全性を高める上で不可欠で

ある。信頼が確立された環境では、従業員は自らの意見や懸念を自由に表明でき、これが組

織全体のパフォーマンス向上につながる。 

 

信頼関係の形成要因 

信頼関係を築くためには、リーダーの誠実さ、一貫性、そして従業員への配慮が求められる。

これらの要素が組み合わさることで、従業員はリーダーに対する信頼感を深める。 

 

心理的安全性の効果 

心理的安全性が高い職場では、従業員は失敗を恐れずに新しい挑戦を行うことができ、これ

がイノベーションや生産性の向上を促進する。 

 

フィードバック文化と職務成長支援 

効果的なフィードバック文化の構築は、従業員の職務成長を支援し、働きがいを高める要因

となる。リーダーが正確なフィードバックを行うことによって、従業員は自身の強みや改善

点を理解し、成長の機会を得る。 



 

フィードバックの質と頻度 

定期的で具体的なフィードバックは、従業員のモチベーションを維持し、職務遂行能力の向

上に寄与する。 

 

成長支援のためのリーダーの役割 

リーダーは、従業員のキャリア目標を理解し、それに沿った指導や支援を行うことで、従業

員の成長を促進する責任を持つ。 

 

目標管理と個人の達成感の関係 

明確な目標設定とその達成に向けたサポートは、従業員の達成感を高め、定着率の向上につ

ながる。リーダーが適切な目標管理を行うことで、従業員は自身の貢献度を実感しやすくな

る。 

 

SMART な目標設定 

具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、期限が明確な（SMART）目標の設定は、従

業員が目標に向かって効果的に取り組むための指針となる。 

 

目標達成の評価と報酬 

目標の達成度を適切に評価し、それに見合った報酬を提供することで、従業員のモチベーシ

ョンと満足度を高めることができる。 

 

リーダーとメンバーの相互作用の質 

リーダーと従業員の質の高い相互作用は、職場の雰囲気やチームワークに良好な影響を与

える。オープンなコミュニケーションと相互尊重が、働きがいのある職場環境を形成する。 

 

双方向のコミュニケーション 

リーダーと従業員が互いの意見やフィードバックを自由に交換できる環境は、信頼関係を

深め、組織の一体感を強化する。 

 

相互尊重の文化 

多様な価値観や意見を尊重し合う文化は、従業員の自己肯定感を高め、組織へのコミットメ

ントを強化する。 

 



以上の分析から、リーダーシップの適切な行使が、従業員の働きがいや定着率の向上に寄与

することが示唆される。信頼関係の構築、効果的なフィードバック、明確な目標設定、質の

高い相互作用といった要素が、働きがいのある職場環境を形成し、組織の持続的な発展を支

える基盤となる。 

 

テクノロジーの進化と職場環境の変化 

近年、テクノロジーの急速な進化は、職場環境に多大な影響を及ぼしている。特に、人工知

能（AI）の導入、リモートワークの普及、デジタルツールの活用は、業務プロセスや組織文

化、コミュニケーションの質に変革をもたらしている。本章では、これらの要素が従業員の

働きがいや定着率にどのような影響を与えるかを考察する。 

 

AI 導入による業務プロセスの変革と従業員の適応 

AI 技術の進展は、多くの業務プロセスに革新をもたらしている。例えば、データ分析、顧

客対応、製造業における品質管理など、多岐にわたる分野で AI が活用されている。これに

より、業務の効率化や精度向上が期待される一方、従業員には新たなスキルの習得や役割の

再定義が求められる。経済産業省の報告書によれば、生成 AI の登場により、企業は業務変

革や事業変革を実現可能となっており、これに適応するための人材・スキルの重要性が指摘

されている。しかし、AI 導入に伴う業務プロセスの変革は、従業員にとって心理的な負担

や抵抗感を生じさせる可能性がある。そのため、組織は従業員が新しい技術に適応できるよ

う、適切な教育・研修の提供や、変革に対する明確なビジョンの共有が不可欠である。 

 

リモートワークの普及が職場文化とチームワークに与える影

響 

リモートワークの普及は、従来の職場文化やチームワークの在り方に大きな変化をもたら

している。厚生労働省の調査によれば、テレワークの導入により、通勤時間の削減やワーク

ライフバランスの向上といったメリットが報告されている。一方で、対面でのコミュニケー

ション機会の減少により、チーム内の連携や情報共有が難しくなるといった課題も浮上し

ている。これらの課題に対処するためには、オンライン上での効果的なコミュニケーション

手法の確立や、定期的な対面ミーティングの実施など、リモートワークと対面勤務のバラン

スを取るハイブリッドな働き方の模索が求められる。 

 



デジタルツール活用によるコミュニケーションの質の変化 

デジタルツールの活用は、職場内のコミュニケーションの質にも影響を与えている。チャッ

トツールやビデオ会議システムの導入により、迅速かつ柔軟な情報共有が可能となった一

方、非言語的なニュアンスが伝わりにくい、情報過多によるストレスといった新たな課題も

生じている。厚生労働省の報告書では、デジタル技術の進展に伴い、労使コミュニケーショ

ンの方法としてクラウドやグループウェア等の ICT ツールが活用されている事例が紹介さ

れている。これらのツールを効果的に活用するためには、コミュニケーションの目的や内容

に応じた適切なツールの選択、情報共有のルール策定、デジタルリテラシー向上のための研

修実施などが重要となる。 

 

以上のように、テクノロジーの進化は職場環境に多面的な影響を及ぼしており、従業員の働

きがいや定着率にも直結する要素となっている。組織はこれらの変化を踏まえ、従業員が安

心して働ける環境の整備や、適切なサポート体制の構築を進めることが求められる。 

 

定着率の実証的考察 

従業員の定着率は、組織の安定性や生産性に直結する重要な指標である。この指標を深く理

解するためには、定量的データの分析が不可欠である。以下に、定着率に関する実証的デー

タを基に、その傾向や要因を探る。 

 

定量的データに基づく傾向把握 

定着率の全体的な傾向を把握するためには、入職率と離職率の推移を分析することが有効

である。厚生労働省の令和 3 年雇用動向調査によれば、男女ともに 20～24 歳の年齢階級で

入職率が他の年齢階級に比べて高いことが示されている。また、同調査では、25～29 歳か

ら55～59歳までの各年齢階級で入職率と離職率がおおむね同率であることが報告されてい

る。 

 

離職理由の構造的分析 

離職理由を明らかにすることは、定着率向上のための施策を検討する上で重要である。令和

3 年雇用動向調査によれば、女性の離職理由として、25～29 歳で結婚、35～39 歳で出産・

育児が最も高い割合を占めている。また、介護・看護を理由とする離職率は、男性ではパー

トタイム労働者の 55～59 歳と 60～64 歳、女性ではパートタイム労働者の 45～49 歳と 55

～59 歳で高くなっている。 



 

従業員の属性別に見た定着傾向 

従業員の属性、特に年齢や性別によって定着傾向は異なる。令和 4 年雇用動向調査結果に

よれば、転職入職率を性、年齢階級別にみると、25～29 歳以下と 60～64 歳以上で男性が高

い、もしくは同率となっているが、30～34 歳以上、55～59 歳以下では女性が男性より高く

なっている。また、若年労働者の主な収入源についてみると、「自分自身の収入」が 59.6％、

「親の収入」が 26.0％、「配偶者の収入」が 11.3％となっており、性別にみると、男性では

「自分自身の収入」が 73.8％と最も高く、女性では「自分自身の収入」が 47.1％と最も高

いものの、年齢階級が上がるほど「配偶者の収入」割合が高くなっている。 

 

エンゲージメントとの相関分析 

従業員のエンゲージメント、すなわち組織への関与度や仕事への熱意は、定着率と密接な関

連があるとされる。厚生労働省の調査では、若年者の離職理由として、「仕事が自分に合わ

なかった」が最も多く、次いで「労働時間・休日・休暇の条件が良くなかった」が挙げられ

ている。これらの要因は、エンゲージメントの低下を示唆しており、結果として離職につな

がる可能性がある。以上の分析から、定着率向上のためには、従業員の属性や離職理由を踏

まえた施策の検討が必要であることが示唆される。特に、エンゲージメントを高めるための

職場環境の整備が重要である。 

 

事例研究による比較分析 

働きがいのある職場環境が従業員の定着率に与える影響について、企業文化とリーダーシ

ップの観点から分析する。本章では、具体的な事例研究を通じて、高定着率企業の文化的特

徴、成功事例におけるリーダーシップの特性、制度と実態のギャップが生む離職リスク、さ

らに中小企業と大企業における違いについて考察する。 

 

高定着率企業の文化的特徴 

従業員の定着率が高い企業は、独自の文化的特徴を有している。これらの企業では、組織の

価値観が明確に共有され、従業員一人ひとりがその価値観を理解し、日々の業務に反映させ

ている。例えば、従業員の自主性を尊重し、挑戦を奨励する文化が根付いている企業では、

従業員が自らの役割に誇りを持ち、組織への帰属意識が高まる傾向が見られる。このような

文化は、従業員のモチベーションを向上させ、結果として定着率の向上につながる。 

 



組織の価値観と従業員の行動 

組織の明確な価値観は、従業員の行動指針となる。価値観が具体的で、日常業務に落とし込

まれている場合、従業員は組織の期待する行動を理解しやすくなる。例えば、「顧客第一主

義」を掲げる企業では、従業員が顧客満足を最優先に考える行動を取ることが期待される。

このように、組織の価値観が従業員の行動に直接的な影響を与えることで、組織全体の一体

感が醸成され、定着率の向上に寄与する。 

 

企業文化の形成と維持 

企業文化の形成には、経営陣のリーダーシップが不可欠である。経営陣が率先して組織の価

値観を体現し、従業員に示すことで、その価値観が組織全体に浸透する。また、定期的な研

修やワークショップを通じて、価値観の再確認や共有を行うことも、企業文化の維持に効果

的である。 

 

成功事例におけるリーダーシップの特徴 

高定着率を実現している企業のリーダーシップには、共通する特徴が見られる。これらのリ

ーダーは、従業員との信頼関係を築き、組織のビジョンを明確に示すことで、従業員のモチ

ベーションを高めている。 

 

ビジョンの共有と従業員の巻き込み 

成功しているリーダーは、組織のビジョンや目標を明確にし、それを従業員と共有すること

に注力している。具体的な目標設定や進捗のフィードバックを通じて、従業員が自らの役割

を理解し、組織全体の方向性に沿った行動を取るよう促している。 

 

コミュニケーションとフィードバック 

定期的なコミュニケーションを重視し、従業員からの意見や提案を積極的に受け入れる姿

勢も、成功したリーダーシップの特徴である。このような双方向のコミュニケーションによ

り、従業員は自らの意見が尊重されていると感じ、組織への帰属意識が高まる。 

 

制度と実態のギャップが生む離職リスク 

企業が掲げる制度や方針と、実際の運用との間にギャップが生じると、従業員の不満や不信

感を招き、離職リスクが高まる。 

 

制度設計の重要性 

企業が導入する制度は、現場の実態や従業員のニーズを反映したものであるべきである。例



えば、柔軟な働き方を推進する制度が存在しても、実際には利用しづらい環境であれば、従

業員の不満が蓄積される。 

 

ギャップ解消のための取り組み 

制度と実態のギャップを解消するためには、定期的な従業員との対話やアンケート調査を

実施し、現場の声を反映した制度運用を行うことが重要である。また、制度の利用促進に向

けた周知活動や、利用しやすい環境整備も必要である。 

 

中小企業と大企業における違いの考察 

中小企業と大企業では、組織の規模やリソースの違いから、定着率に影響を与える要因も異

なる。中小企業では、経営資源が限られているため、従業員一人ひとりの役割が大きく、個々

の貢献が直接的に組織の成果に結びつく。このため、従業員のモチベーションや働きがいを

高めるためには、経営層との距離を近づけ、コミュニケーションを密にすることが重要であ

る。一方、大企業では、組織の階層が複雑であるため、トップダウンの指示系統が強くなり

がちである。そのため、従業員が自らの意見を発信しにくい環境が生まれる可能性がある。

これを解消するためには、ボトムアップの意見収集や、部門間の連携を強化する取り組みが

求められる。 

 

以上の分析から、企業文化とリーダーシップが従業員の定着率に与える影響は大きく、組織

の特性に応じた適切な施策が必要であることが示唆される。特に、中小企業と大企業では、

それぞれの課題や強みを踏まえたアプローチが求められる。 

 

従業員のキャリア開発と成長機会の提供 

現代の労働市場において、従業員が自らのキャリアを主体的に形成し、成長を遂げることは、

組織の持続的な発展に不可欠である。企業がどのようにキャリア開発の機会を提供し、従業

員のスキル向上を支援しているかを検討する。 

 

キャリア自律支援の重要性 

従業員が自らのキャリアを主体的に設計し、進めていくことは、組織の柔軟性と競争力を高

める上で不可欠である。企業が従業員のキャリア自律をどのように支援できるかを考察す

る。 

 



キャリアコンサルティングの導入 

企業内でのキャリアコンサルティングの実施は、従業員が自身のキャリアビジョンを明確

にし、必要なスキルや経験を積むための計画を立てる手助けとなる。厚生労働省は、企業に

おけるキャリア形成支援の一環として、キャリアコンサルティングの導入を推奨している。 

 

セルフ・キャリアドックの活用 

従業員が定期的に自身のキャリアを振り返り、今後の方向性を検討するための仕組みとし

て、セルフ・キャリアドックがある。これは、キャリアコンサルティングを定期的に受ける

ことで、従業員のキャリア自律を促進する制度である。 

 

成長機会の提供と従業員エンゲージメント 

従業員に対する継続的な成長機会の提供は、彼らのエンゲージメントを高め、組織へのコミ

ットメントを強化する。企業がどのような施策を講じているかを検討する。 

 

研修・トレーニングプログラムの実施 

企業が提供する研修やトレーニングは、従業員のスキルアップと専門性の向上に寄与する。

例えば、株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、多様な分野のキャリアコンサル

タント向け研修を実施しており、従業員の能力開発を支援している。 

 

リスキリング支援の推進 

技術革新や市場の変化に対応するため、従業員が新しいスキルを習得するリスキリングが

重要視されている。厚生労働省は、キャリア形成・リスキリング支援センターを通じて、個

人や企業に対する支援を行っている。 

 

キャリア開発における上司の役割 

上司は、従業員のキャリア開発を支援する上で重要な役割を果たす。彼らの関与がどのよう

に従業員の成長と定着に影響を与えるかを考察する。 

 

定期的なキャリア面談の実施 

上司が定期的に従業員とキャリアに関する面談を行うことで、従業員の目標や課題を共有

し、適切なサポートを提供することが可能となる。 

 

成長機会の提供とフィードバック 

上司は、従業員に対して新しいプロジェクトや責任を任せることで、成長の機会を提供する



とともに、適切なフィードバックを行うことで、従業員の能力開発を支援する。 

 

以上の施策を通じて、企業は従業員のキャリア開発と成長を支援し、働きがいのある職場環

境を構築することができる。これにより、従業員の定着率向上と組織の持続的な発展が期待

される。 

 

定着率向上のための施策提案 

働きがいのある職場環境は、従業員の定着率向上に寄与する重要な要素である。特に、企業

文化とリーダーシップは、従業員の働きがいを形成し、組織への忠誠心を高める上で中心的

な役割を果たす。本稿では、定着率向上のための施策提案として、組織開発における対話促

進の役割、制度と風土の整合性を高める方法、新人教育とキャリア支援の再設計、そして人

的資源戦略と経営層の意識改革について論じる。 

 

組織開発における対話促進の役割 

組織内での効果的な対話は、従業員の働きがいを高め、定着率向上に寄与する。特に、上司

と部下、同僚間のオープンなコミュニケーションは、信頼関係の構築や問題解決の迅速化に

繋がる。厚生労働省の「人材開発支援助成金」の制度では、企業が従業員の職業能力開発を

支援する際、計画的な対話の重要性が強調されている。このような対話を促進するためには、

以下の取り組みが有効である。 

 

定期的なフィードバックの実施 

上司が部下に対して、業務遂行に関する具体的なフィードバックを定期的に行うことで、従

業員は自身の成長を実感しやすくなる。 

 

意見交換の場の設置 

部門横断的なミーティングやワークショップを開催し、従業員が自由に意見を述べ合う場

を提供する。これにより、組織全体の一体感が醸成される。 

 

キャリアコンサルティングの導入 

従業員一人ひとりのキャリア志向や悩みに対して、専門のキャリアコンサルタントが相談

に応じる体制を整える。厚生労働省の「人材開発支援策」では、キャリアコンサルティング

の重要性が示されている。 

 



制度と風土の整合性を高める方法 

企業が導入する制度と実際の職場風土が一致していない場合、従業員の不満や離職の原因

となり得る。例えば、柔軟な働き方を推進する制度が存在しても、実際の職場文化がそれを

許容しない場合、従業員は制度を利用しづらくなる。このギャップを解消するためには、制

度設計時に現場の声を反映させ、実際の運用においても管理職が積極的に制度利用を奨励

することが重要である。また、経営層が率先して制度を利用する姿勢を示すことで、組織全

体における制度の受容性を高めることができる。厚生労働省のガイドラインでは、経営者に

よる経営戦略・ビジョンと人材開発の方向性の提示、共有が重要であるとされている。 

 

新人教育とキャリア支援の再設計 

新入社員の早期離職を防ぐためには、効果的な新人教育と継続的なキャリア支援が不可欠

である。入社初期の段階で、組織の価値観や期待される役割を明確に伝えるとともに、個々

のキャリア目標に沿った支援を行うことで、従業員は自身の成長と組織の成長をリンクさ

せることができる。具体的には、メンター制度の導入や定期的なキャリア面談を実施し、従

業員一人ひとりのニーズに応じたサポートを提供することが効果的である。厚生労働省の

報告書でも、キャリアコンサルティングの更なる普及のために必要となる施策の方向性が

展望されている。 

 

人的資源戦略と経営層の意識改革 

従業員の定着率向上には、経営層の意識改革とそれに基づく人的資源戦略の見直しが不可

欠である。経営層が人材育成の重要性を認識し、具体的な施策を推進することで、組織全体

の人材マネジメントが強化される。例えば、経営陣が直接関与する人材育成プログラムの実

施や、従業員のキャリア形成を支援する制度の整備が挙げられる。これにより、従業員は自

身の成長が組織の成長に直結していると感じ、定着意欲が高まる。厚生労働省の報告書では、

経営陣と接する機会を意識的に設定する必要性が高まっていると指摘されている。 

 

以上の施策を総合的に実施することで、働きがいのある職場環境の構築と従業員の定着率

向上が期待される。組織全体での取り組みが、持続可能な成長と競争力の強化につながると

考えられる。 

 

政策的視点と今後の展望 

企業文化とリーダーシップが従業員の定着率に及ぼす影響を理解するためには、行政の支



援策や政策的視点を考慮することが不可欠である。本章では、行政の支援策と企業の対応状

況、中長期的人材育成政策の方向性、グローバル視点から見た制度設計、そして個人と組織

の協働を支える社会基盤について検討する。 

 

行政の支援策と企業の対応状況 

行政は、企業の労働環境改善や人材育成を支援するため、多様な助成金や制度を提供してい

る。例えば、「働き方改革推進支援助成金」は、中小企業が労働時間の短縮や年次有給休暇

の取得促進に向けた環境整備を行う際の支援策として設けられている。また、「人材開発支

援助成金」は、企業が従業員の職業訓練を実施する際の費用を助成し、人材育成を促進する。

しかし、これらの支援策の活用状況は企業によって異なり、特に中小企業では情報不足やリ

ソースの制約から十分に活用されていないケースも見受けられる。行政は、これらの支援策

の周知徹底を図るとともに、企業が実際に活用しやすい環境を整備することが求められる。 

 

中長期的人材育成政策の方向性 

労働市場の変化や技術革新に対応するため、中長期的な人材育成政策の策定が重要である。

厚生労働省は、「人材開発支援策」を通じて、企業の人材育成を支援している。特に、デジ

タル技術の進展に伴い、デジタル人材の育成が急務となっており、「デジタル人材育成のた

めの『実践の場』開拓モデル事業」などの取り組みが進められている。企業は、これらの政

策を踏まえ、従業員のスキルアップやキャリア形成を支援する体制を整備することが求め

られる。また、労働者自身も主体的に学び直しやスキル習得に取り組む姿勢が重要である。 

 

グローバル視点から見た制度設計 

ローバル化が進展する中で、国際的な競争力を持つ人材の育成が不可欠である。厚生労働省

の調査によれば、グローバルな経済活動を担う人材には、高度な専門知識や語学力、異文化

理解能力などが求められている。企業は、これらのスキルを持つ人材の育成を目的とした研

修プログラムの導入や、海外研修の機会提供など、グローバル人材育成に向けた施策を積極

的に推進する必要がある。また、行政も、これらの取り組みを支援するための制度設計や助

成策を検討することが求められる。 

 

個人と組織の協働を支える社会基盤 

働きがいのある職場環境の実現には、個人と組織が協働し、相互に成長できる社会基盤の整

備が重要である。厚生労働省は、「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定



し、労使が協働して学び直しを推進するための指針を示している。企業は、従業員が自己啓

発やキャリア形成を行いやすい環境を整備し、労働者は主体的に学び直しに取り組むこと

で、双方の成長と組織の発展を実現することが期待される。 

 

以上のように、行政の支援策や政策的視点を踏まえ、企業文化とリーダーシップの在り方を

見直すことで、従業員の定着率向上と働きがいのある職場環境の構築が可能となる。 

 

おわりに 

本論文では、働きがいのある職場環境が従業員の定着率に与える影響について、企業文化と

リーダーシップの役割に焦点を当てて検討してきた。以下に、本研究のまとめと意義、実務

的な示唆と限界、そして次世代の働き方に向けた提言を述べる。 

 

研究のまとめと意義の再確認 

本研究では、企業文化が従業員の価値観や行動に与える影響、リーダーシップが職場の雰囲

気やチームの協働に及ぼす効果を分析した。その結果、企業文化とリーダーシップが従業員

の働きがいを高め、定着率の向上に寄与することが明らかとなった。特に、信頼と尊重を基

盤とする企業文化、従業員の成長を支援するリーダーシップが重要であることが示された。 

 

実務的インプリケーションと限界 

本研究の成果は、企業が従業員の定着率を高めるための具体的な指針を提供する。例えば、

オープンなコミュニケーションを促進し、従業員の意見を尊重する企業文化の醸成、従業員

のキャリア開発を支援するリーダーシップの実践が挙げられる。しかし、本研究にはいくつ

かの限界が存在する。主に日本国内の事例を基に分析を行ったため、他国の文化的背景を持

つ企業への適用には慎重な検討が必要である。また、定性的な分析が中心であり、定量的な

データに基づく検証が不足している点も課題として挙げられる。 

 

次世代の働き方に向けた提言 

労働市場の変化や技術革新が進む中、次世代の働き方を見据えた取り組みが求められる。具

体的には、以下の点が重要となる。 

 

柔軟な働き方の推進 

テレワークやフレックスタイム制の導入など、従業員が多様な働き方を選択できる環境を



整備することで、ワークライフバランスの向上と定着率の改善が期待できる。 

 

ダイバーシティ＆インクルージョンの強化 

多様なバックグラウンドを持つ従業員が活躍できる職場環境を整えることで、組織のイノ

ベーション力を高めるとともに、全従業員の働きがいを向上させる。 

 

継続的な学習とスキルアップの支援 

急速な技術進化に対応するため、従業員が最新の知識やスキルを習得できる機会を提供し、

自己成長を促進する。 

 

これらの取り組みを通じて、企業は従業員の働きがいを高め、定着率の向上を図ることがで

きる。今後の研究では、これらの施策の効果を定量的に評価し、より具体的な実践方法を明

らかにすることが求められる。 
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